
 

令和７年４月定例会 教育長報告 

 

 

◆４月の主な活動 

 １日  辞令交付式（静岡庁舎）［教育長］ 

     令和７年度新規採用教職員辞令伝達式（清水庁舎）［教育長］ 

 ２日  静岡市校長会総会（教育センター）［教育長］ 

 ３日  交通安全グッズ贈呈式（清水庁舎）［教育長］ 

 ９日  令和７年度市町教育委員会教育長会（静岡県庁）［教育長］ 

     はごろも教育研究奨励会設立40周年感謝の集い（ホテルアソシア）［教育長］ 

２１日  当初校長会（教育センター）［教育長］ 

２２日  清水区保護司会総会（はーとぴあ清水）［教育長］ 

２３日  辞令交付式（静岡庁舎）[教育長・委員] 

２４日  教育委員会定例会（清水庁舎）［教育長・委員］ 

２５日  静岡市教頭会全体研究会（教育センター）［教育長］ 

 

◆ ５月の主な予定 

 

１５日  市民文化祭開会式（静岡庁舎）［教育長］ 

１７日  静岡県退職校長親和会総会（県体育会館）［教育長］ 

     清水退職校長会総会（おしば会館）［教育長］ 

１８日  静岡市ＰＴＡ連絡協議会感謝状贈呈式（ふれあいホール）［教育長］ 

１９日  教育委員会協議会（清水庁舎）［教育長・委員］ 

２９日  教育委員会定例会（清水庁舎）［教育長・委員］ 

 



 

報告第１号 

 

教育長職務代理者の指名について 

 

教育長職務代理者の指名について、次のとおり報告する。 

令和７年４月２４日提出 

 

静岡市教育委員会 

教育長 中 村 百 見   

（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

 

記 

 

１ 内  容    教育長職務代理者に指名する者  永松 典子 委員 

 

２ 報告理由    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定により、 

令和７年４月２４日付けで教育長職務代理者を指名したので報告する。 

 

① 



 

議案第１号 

 

専決の報告及びその承認について（市長の権限に属する事務の補助執行に係る

協議書の締結について） 

 

静岡市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第６条第１項の規定により、市長の権

限に属する事務の補助執行に係る協議書の締結について、次のとおり専決したから、同条第２項の

規定により承認を求める。 

令和７年４月２４日提出 

 

静岡市教育委員会 

教育長  中 村 百 見 

（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

 

規３－(２) 

② 



 

専 決 処 分 書 

静岡市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第６条第１項の規定により、市長の権

限に属する事務の補助執行に係る協議書の締結について、次のとおり専決処分する。 

 令和７年３月２６日 

 

静岡市教育委員会 

教育長  赤 堀 文 宣 

 

市長の権限に属する事務の補助執行に係る協議書の締結について 

地方自治法（平成22年法律第67号）第180条の２の規定に基づき、静岡市長の権限に属する事

務の一部を静岡市教育委員会の補助執行たる職員が補助執行することについて協議し、別紙のとお

り協議書の締結を行う。 

 



別紙







 

 

市長の権限に属する事務の補助執行に係る協議について

 

１ 要旨 

  地方自治法第 180 条の２において、市長の権限に属する事務の一部を、教

育委員会と協議して、教育委員会の職員に補助執行させることができると規

定されている。 

本市では、「市長の権限の一部の事務の委任及び補助執行に関する規則」を

定め、所管に係る議会の議案の提出や公有財産の取得等、市長の権限に属す

る事務の一部を教育委員会事務局や教育機関等の職員が補助執行している。 

令和７年度に向けて、同規則を改正するにあたり、市長より補助執行の内

容について協議の申し入れがあった。教育に関する事務の管理及び執行の基

本的な方針に関することについては、「静岡市教育委員会教育長に対する事務

委任等に関する規則」第２条の規定により教育委員会の会議において議決を

受けるべき事項とされているが、教育委員会を招集する時間的余裕がなかっ

たことから、規則第６条第１項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の

補助執行に係る協議書の締結について、教育長が専決したため、取り交わし

た協議内容について報告するとともにその承認をいただきたい。 

 

２ 根拠法令 

□地方自治法第180条の２ 

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地

方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委

員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執

行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機

関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくは

これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることが

できる。ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員につい

ては、この限りでない。 

 

３ 協議書変更内容 

（１）「静岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例」の制定に伴

い、教育委員会の権限に属する事務のうち、次の事務を市長が管理、執行

することとなった。 

①博物館及び静岡市南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家の設

置、管理及び廃止に関すること。 

②スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）  

③文化に関すること（文化財の保護に関することを含む。） 
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権限の移譲により、文化財課、文化振興課は、教育委員会が所管する事

務を補助執行することがないため協議書から削除する。 

また、教育総務課長の事務から、「南アルプスユネスコエコパーク井川

自然の家に係る講座、教室等の主催事業における物品の買入れの契約をす

ること。」を削除する。 

（２）組織機構改正に伴い、次とおり修正する。 

別紙 新旧対照表のとおり 

・青少年育成課 → こども若者応援課 

・幼保支援課  → 幼児教育・保育支援課 

・こども園課  → こども園運営課    ※協議書２（６） 

・こども園課  → 幼児教育・保育支援課 ※協議書２（７） 

・教育施設課長 → 教育資産管理課長 
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協議書（市長→教育委員会）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

１ 補助執行させる職員 

  教育委員会の事務局の職員及び教育機関の職

員 

２ 教育委員会の事務局の職員及び教育機関の職

員に補助執行させる事務 

（１）所管に係る議会の議案の提出に関すること

（生涯学習推進課、文化財課、文化振興課、

スポーツ振興課及び青少年育成課に係る事務

を除く。）。 

（２）所管に係る公有財産の取得及び処分並びに

物品の処分に関すること（生涯学習推進課、

文化財課、文化振興課、スポーツ振興課及び

青少年育成課に係る事務を除く。）。 

（３）所管に係る事項に関する契約（生涯学習推

進課、文化財課、文化振興課、スポーツ振興

課及び青少年育成課に係る事務を除く。）をす

ること。 

（４）所管に係る事項に関する予算の執行に関す

ること（生涯学習推進課、文化財課、文化振

興課、スポーツ振興課及び青少年育成課に係

る事務を除く。）。 

（５）私立学校に関すること（幼保支援課     

の所管に係る事務を除く。）。 

（６）井川こども園、梅ケ島こども園、大川こど

も園、清沢こども園、小島こども園、小河内

こども園、高部こども園、和田島こども園及

び由比こども園の給食の調理等に関すること

（こども園課   の所管に係るものを除

く。）。 

（７）市立こども園職員の研修に関すること（こ

ども園課      の所管に係るものを除

く。）。 

３ 略 

４ 事務処理の方法 

教育委員会の事務局の職員及び教育機関の職

員は、次に掲げる区分に従い、当該事項を専決

処理することができる。 

（１）～（２）略  

（３）教育総務課長 次に掲げる事項並びに専決

規則別表第１共通専決事項中課長等共通の専

決事項及び別表第２局筆頭課に関する個別専

決事項中局筆頭課長の専決事項 

ア 統計法施行令（平成20年政令第334号）別

表第４に掲げる調査票の配布、取集、審査

及び作成に関すること。 

イ 南アルプスユネスコエコパーク井川自然

の家に係る講座、教室等の主催事業におけ

１ 補助執行させる職員 

  教育委員会の事務局の職員及び教育機関の職

員 

２ 教育委員会の事務局の職員及び教育機関の職

員に補助執行させる事務 

（１）所管に係る議会の議案の提出に関すること

（生涯学習推進課、スポーツ振興課及びこど

も若者応援課         に係る事務

を除く。）。 

（２）所管に係る公有財産の取得及び処分並びに

物品の処分に関すること（生涯学習推進課、

スポーツ振興課及びこども若者応援課    

        に係る事務を除く。）。 

（３）所管に係る事項に関する契約（生涯学習推

進課、スポーツ振興課及びこども若者応援課 

         に係る事務を除く。）をす

ること。 

（４）所管に係る事項に関する予算の執行に関す

ること（生涯学習推進課、スポーツ振興課及

びこども若者応援課         に係

る事務を除く。）。 

（５）私立学校に関すること（幼児教育・保育支

援課の所管に係る事務を除く。）。 

（６）井川こども園、梅ケ島こども園、大川こど

も園、清沢こども園、小島こども園、小河内

こども園、高部こども園、和田島こども園及

び由比こども園の給食の調理等に関すること

（こども園運営課の所管に係るものを除

く。）。 

（７）市立こども園職員の研修に関すること（幼

児教育・保育支援課の所管に係るものを除

く。）。 

３ 略 

４ 事務処理の方法 

教育委員会の事務局の職員及び教育機関の職

員は、次に掲げる区分に従い、当該事項を専決

処理することができる。 

（１）～（２）略 

（３）教育総務課長 次に掲げる事項並びに専決

規則別表第１共通専決事項中課長等共通の専

決事項及び別表第２局筆頭課に関する個別専

決事項中局筆頭課長の専決事項 

ア 統計法施行令（平成20年政令第334号）別

表第４に掲げる調査票の配布、取集、審査

及び作成に関すること。 

イ                    
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る物品の買入れの契約をすること。 

（４）教職員課長 専決規則別表第１共通専決事

項中課長等共通の専決事項 

（５）教育施設課長   次に掲げる事項及び専

決規則別表第１共通専決事項中課長等共通の

専決事項 

ア １件50万円未満の所管に係る物品の売払

いに関すること。 

（６）～（12）略 

５ その他 

高等学校校長は、必要に応じ、あらかじめ市

長の承認を得て、その専決に属する上記３（11）

の事項の一部を事務長に専決させることができ

る。 

６ 施行期日 

  平成31年４月１日 

７ 略 

８ 略 

                 

（４）教職員課長 専決規則別表第１共通専決事

項中課長等共通の専決事項 

（５）教育資産管理課長 次に掲げる事項及び専

決規則別表第１共通専決事項中課長等共通の

専決事項 

ア １件50万円未満の所管に係る物品の売払

いに関すること。 

（６）～（12）略 

５ その他 

高等学校校長は、必要に応じ、あらかじめ市

長の承認を得て、その専決に属する上記３（11）

の事項の一部を事務長に専決させることができ

る。 

６ 施行期日 

  令和７年４月１日 

７ 略 

８ 略 
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報告第２号 

 

委員の解任及び任命について（静岡市社会教育委員） 

 

静岡市社会教育委員の解任及び任命について専決したので、次のとおり報告する。 

令和７年４月２４日提出 

 

静岡市教育委員会 

教育長  中 村 百 見 

（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

 

記 

１ 報告理由    静岡市社会教育委員について、次のとおり解任及び任命した。 

２ 根拠法令    （１）社会教育法（昭和24年法律第207号）第15条第１項及び第２項 

          （２）静岡市社会教育委員条例（平成15年静岡市条例第270号）第３条 

３ 解任する者   

選出区分 氏
ふり

 名
がな

 職業・役職 
在職 

年数 

任命 

回数 

学校教育関係者 松下
まつした

 香
か

緒
お

利
り

 清水駒越小学校 校長 
１年

未満 
１ 

４ 解 任 日  令和７年３月31日 

 

５ 任命する者   

選出区分 氏
ふり

 名
がな

 職業・役職 
在職 

年数 

任命 

回数 

学校教育関係者 服部
はっとり

 紀子
のりこ

 美和小学校 校長 ０ 新 

６ 任 命 日  令和７年４月１日 

７ 任命期間   令和７年４月１日から令和８年５月31日まで 

 

 

 

③ 



 

（参考） 

 静岡市社会教育委員（新） 静岡市社会教育委員（旧） 

選出区分 氏
ふり

 名
がな

 職業・役職 
委嘱・ 

任命 

回数 
氏
ふり

 名
がな

 職業・役職 

委嘱・ 

任命 

回数 

学校教育 

関係者 
長谷川
はせがわ

 睦
まこと

 
安倍川中学校  

校長 
１ 長谷川

はせがわ

 睦
まこと

 
美和中学校  

校長 
１ 

学校教育 

関係者 
服部
はっとり

 紀子
のりこ

 
美和小学校 

校長 
新 松下

まつした

 香
か

緒
お

利
り

 
清水駒越小学校 

校長 
１ 

社会教育 

関係者 
竹川
たけかわ

 美
み

江
え

 
統括的な地域学校

協働活動推進員 
２ 竹川

たけかわ

 美
み

江
え

 
統括的な地域学校

協働活動推進員 
２ 

社会教育 

関係者 
山本
やまもと

 由加
ゆ か

 
静岡市市民活動促

進協議会委員 
２ 山本

やまもと

 由加
ゆ か

 
静岡市市民活動促

進協議会委員 
２ 

社会教育 

関係者 
中山
なかやま

 治
はる

己
み

 

静岡市自治会連合

会 

常任理事 

１ 中山
なかやま

 治
はる

己
み

 

静岡市自治会連合

会 

常任理事 

１ 

家庭教育 

関係者 
米持
よねもち

 恵美
え み

 
静岡市 PTA 連絡協

議会 副会長 
２ 米持

よねもち

 恵美
え み

 
静岡市PTA連絡協議

会 副会長 
２ 

学識 

経験者 
角
つの

替
がえ

 弘
ひろ

規
き

 

静岡県立大学 

食品栄養科学部  

教授 

４ 角
つの

替
がえ

 弘
ひろ

規
き

 

静岡県立大学 

食品栄養科学部  

教授 

４ 

学識 

経験者 
鈴木
すずき

 守
まもる

 
常葉大学  

教育学部 教授 
３ 鈴木

すずき

 守
まもる

 
常葉大学  

教育学部 教授 
３ 

学識 

経験者 
島田
しまだ

 桂
けい

吾
ご

 
静岡大学  

教育学部 准教授 
２ 島田

しまだ

 桂
けい

吾
ご

 
静岡大学  

教育学部 准教授 
２ 

   （令和７年４月１日現在 ９名） 
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○社会教育法 

 

（社会教育委員の設置） 

第 15 条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

（社会教育委員の職務） 

第 17 条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。 

（１）社会教育に関する諸計画を立案すること。 

（２）定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べ

ること。 

（３）前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることがで

きる。 

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関

する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助

言と指導を与えることができる。 

 

 

 ○静岡市社会教育委員条例 

 

（設置） 

第１条 静岡市は、社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）第 15 条第１項の規定に基づ

き、社会教育委員（以下「委員」という。）を置く。 

（定数等） 

第２条 委員の定数は、12 人以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから静岡市教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

（１）学校教育関係者 

（２）社会教育関係者 

（３）家庭教育の向上に資する活動を行う者 

（４）学識経験のある者 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

（解嘱） 

第４条 静岡市教育委員会が特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であって

も、これを解嘱することができる。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定め

る。 
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 ① ④ 

報告第３号 

 

委員の解任及び任命について（静岡市図書館協議会委員） 

 

静岡市図書館協議会委員の解任及び任命について専決したので、次のとおり報告する。 

令和７年４月２４日提出 

 

静岡市教育委員会 

教育長  中 村 百 見      

（教育委員会事務局教育局中央図書館） 

  

記 

１ 報告理由    静岡市図書館協議会委員について、次のとおり解任及び任命した。 

２ 根拠法令    （１）図書館法第１４条、第１５条及び第１６条 

          （２）静岡市図書館条例第１２条 

３ 解任する者   

選出区分 氏
ふり

 名
がな

 職業・役職 
在職 

年数 

任命

回数 

学校教育関係者 清
せい

 俊之
としゆき

 
静岡市立清水第六中学校 

  校長 
２ ２ 

４ 解 任 日  令和 ７年 ３月３１日 

 

５ 任命する者   

選出区分 氏
ふり

 名
がな

 職業・役職 
在職 

年数 

任命

回数 

学校教育関係者 宮城島
みやぎしま

 昌史
ま さ し

 
静岡市立西奈南小学校 

      校長 
０ 新 

６ 任 命 日   令和 ７年 ４月 １日 

７ 任命期間   令和 ７年 ４月 １日から令和 ７年 ８月３１日まで 

 

 

 



 ① ④ 

（参考） 

静岡市図書館協議会委員(新)  

選出区分 氏
ふり

 名
がな

 職業・役職 
在職 

年数 

委嘱・ 

任命 

回数 

学校教育関係者 宮城島
みやぎしま

 昌史
ま さ し

 西奈南小学校長 ０ 新 

社会教育関係者 加藤
か と う

 道子
み ち こ

 
静岡子どもの本を読む会 

会員 
５ ３ 

社会教育関係者 清
せい

 尚子
な お こ

 
学校図書館を考える会・

静岡 会員 
５ ３ 

社会教育関係者 千頭和
ち ず わ

 達男
た つ お

 駿河古文書会 理事 １ １ 

社会教育関係者 森
もり

 規子
の り こ

 
音訳ボランティア 

ふれんど 会員 
１ １ 

家庭教育関係者 伊澤
い ざ わ

 こずえ 
静岡市私立保育園長会 

理事 
１ １ 

学識経験者 豊田
と よ だ

 高広
たかひろ

 
元 御幸町図書館長 

元 田原市中央図書館長 
５ ３ 

学識経験者 那珂
な か

 元
はじめ

 
常葉大学教育学部  

生涯学習学科 准教授 
５ ３ 

市民委員 宗
そう

野
の

 吉
よし

利
とし

 市民委員 １ １ 

市民委員 堀川
ほりかわ

 仁
ひとし

 市民委員 １ １ 

   委嘱日現在 → （令和 ７年 ４月 １日現在 １０名） 

   在職年数が１年未満の場合は０年と記載。 
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 ① ④ 

 

（参考） 

静岡市図書館協議会委員(旧)  

選出区分 氏
ふり

 名
がな

 職業・役職 
在職 

年数 

委嘱・ 

任命 

回数 

学校教育関係者 清
せい

 俊之
としゆき

 清水第六中学校長 ２ ２ 

社会教育関係者 加藤
か と う

 道子
み ち こ

 
静岡子どもの本を読む会 

会員 
５ ３ 

社会教育関係者 清
せい

 尚子
な お こ

 
学校図書館を考える会・

静岡 会員 
５ ３ 

社会教育関係者 千頭和
ち ず わ

 達男
た つ お

 駿河古文書会 理事 １ １ 

社会教育関係者 森
もり

 規子
の り こ

 
音訳ボランティア 

ふれんど 会員 
１ １ 

家庭教育関係者 伊澤
い ざ わ

 こずえ 
静岡市私立保育園長会 

理事 
１ １ 

学識経験者 豊田
と よ だ

 高広
たかひろ

 
元 御幸町図書館長 

元 田原市中央図書館長 
５ ３ 

学識経験者 那珂
な か

 元
はじめ

 
常葉大学教育学部  

生涯学習学科 准教授 
５ ３ 

市民委員 宗
そう

野
の

 吉
よし

利
とし

 市民委員 １ １ 

市民委員 堀川
ほりかわ

 仁
ひとし

 市民委員 １ １ 

   委嘱日現在 → （令和 ７年 ３月３１日現在１０名） 

   在職年数が１年未満の場合は０年と記載。 
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 根拠法令 

○図書館法 

(図書館協議会) 

第１４条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕に

つき、館長に対して意見を述べる機関とする。 

第 15 条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会（特定図書

館に置く図書館協議会の委員にあっては、当該地方公共団体の長）が任命する。 

第 16 条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し

必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。こ

の場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとす

る。 

○静岡市図書館条例 

(図書館協議会) 

第 12 条 法第 14 条第 1 項の規定に基づき、静岡市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

2 協議会は、委員 10 人以内をもって組織する。 

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学校教育関係者 

(2) 社会教育関係者 

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(4) 学識経験のある者 

(5) 市民 

4 教育委員会は、前項第 5 号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努めるものと

する。 

5 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

6 委員は、再任されることができる。 

○静岡市図書館条例施行規則 

(図書館協議会) 

第 19 条 静岡市図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によ

りこれを定める。 

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

3 会長は、協議会の会議の議長となる。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
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